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重要事項説明書 

令和 7 年 8 月 1 日現在  
１ あきる台ケアサービスの概要 

 

(1) 提供できるサービスの種類と地域 

事業所名 指定訪問介護事業所 あきる台ケアサービス 

所在地 〒197-0828  東京都あきる野市秋留１丁目１番１０ 

介護保険指定番号 
 
 

サービスを提供する地域  

訪問介護 （東京都１３７５２００３０８号） 

あきる野市  日の出町 羽村市（玉川、羽東、川崎） 
福生市（北田園、南田園、加美平３丁目、福生、本町、志茂） 
（羽村市・福生市：JR 青梅線東側を除く） 
八王子市（高月町、戸吹町） 
※ 上記地域以外の方でもご希望の方はご相談下さい。 

日常生活支援総合事業第一号訪問事業   
（東京都１３７５２００３０８号） 

あきる野市、日の出町 

 

(2) 事業所の職員体制 

 資  格 常 勤 非常勤 業 務 内 容 合計 

管理者 介護福祉士 １名 ０名 管理業務（サ責兼任） １名 

サービス 
提供責任者 

介護福祉士 ４名 ０名 
利用申込に係る調整、訪問介護員に対す

る技術指導、訪問介護計画の策定、指定

訪問介護の提供  等 
４名 

訪問介護員 

介護福祉士 ０名 ８名 指定訪問介護の提供  等 ８名 

実務者研修 
修了者  

０名 ０名 指定訪問介護の提供  等 ０名 

初任者研修 
  修了者 

１名 ０名 指定訪問介護の提供  等 １名 

ホームヘルパー

２級 
０名 ２名 指定訪問介護の提供  等 ２名 

あきる野市指定 
研修修了者 

０名 ０名 訪問型独自サービスの提供 等 ０名 

                        

(3) 当事業所の加算体制 

平成 21 年４月 1 日より、特定事業所加算（Ⅱ）の適用となっています。 

 

(4) サービス評価の実施状況 

   第三者評価は実施していません 



2 
 

(5) 営業日時 

   営業日・・・・・月曜日から日曜日   

           年末年始の休業日 （１２月２９日～１月３日）を除く 

   営業時間・・・・ 午前９時 ～ 午後５時 

   サービス提供時間 午前８時 ～ 午後６時 

 

2 運営の方針 

 

指定訪問介護事業所あきる台ケアサービスの訪問介護員等は、事業対象者・要支援者又は

要介護者等の心身の特性を踏まえ、ご家庭においてその有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう、入浴・排せつ・食事の介助その他の生活全般にわたる援助を行

います。 

又、指定訪問介護の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他の保険医療サービス 

又は、福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、関係市区町村等とも連携し、 

総合的なサービスの提供に努めます。 

 

3 サービス内容 

 

(1)  訪問介護計画の作成 

利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、居宅サービス計画又は介護予防サービ

ス・支援計画に基づき、目標と具体的なサービス内容を記載した訪問介護計画を作成し、 

その内容について利用者又はその家族に対して説明を行います。 

訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を行うのに必要な援助を行います。 

 

(2)  身体介護（要介護者のみ） 

・ 食事介助→ 食事摂取の介助、特段の専門的配慮をもって行う調理、嚥下・誤嚥への 

対応、咀嚼の見守り・誘導、水分補給  等 

・ 入浴介助→  部分入浴（手足浴）、ひげ剃り、整髪、口腔内洗浄（歯磨き等）、洗顔、 

              つめ切り  等 

・ 排泄介助→  トイレ・ポータブルトイレ誘導、衣類着脱介助、オムツ・パット交換  等 

・ 清  拭→  全身清拭、部分清拭、陰部清拭（皮膚疾患の有無の確認）  等 

・ 体位交換→  寝たきりの方の寝返り介助  等 

・ 外出介助→ 買い物等の付き添い介助 等 

・ 通院同行→ 病院受診の同行介助（送迎・受診・一部付き添い介助等） 

・ 見守り的援助→ 自立生活支援のための見守り的援助 

・ その他 

 

(3)  生活援助（要介護者のみ） 

・ 買い物  →  食生活・嗜好品の把握・買い物の代行  等 

・ 調理    →  栄養バランスを考えた献立、食事形態の調整、配膳・後片付け  等 
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・ 掃除    →  室内清掃、雑巾がけ、室内の整理整頓、ベッドメイキング  等 

・ 洗濯    →  衣類の洗濯（洗浄・乾燥等）、洗濯準備・後片付け  等 

・ その他  

 

(4)  訪問型独自サービス 

自立支援を目的とした「身体介護」や「生活援助」等を行います。 

 

(5)  その他のサービス 

介護相談→  生活全般・介護等に関する相談、情報提供  等 

 

４ 利用料金 

 

(1)  利用料 

介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金（料金表）の１割～

３割です。但し、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。   

 

① 訪問介護（要介護１～５の方） 基本料金 

サービス内容 所要時間 
利用者負担額 

１割 ２割 ３割 

身体介護 

身体０１ 20 分未満 １９２円 ３８３円 ５７５円 

身体１ 20 分以上 30 分未満 ２８７円 ５７４円 ８６１円 

身体２ 30 分以上１時間未満 ４５６円 ９１２円 １，３６８円 

身体３ 1 時間以上 1 時間 30 分未満 ６６８円 １，３３６円 ２，００３円 

生活援助 生活２ 20 分以上 45 分未満 ２１１円 ４２２円 ６３３円 

生活３ 45 分以上 ２５９円 ５１８円 ７７７円 

身体生活 

身１生１ 生活援助 20 分以上 45 分未満 ３６４円 ７２８円 １，０９２円 

身１生２ 生活援助 45 分以上 70 分未満 ４４０円 ８８０円 １，３２０円 

身２生１ 生活援助 20 分以上 45 分未満 ５３２円 １，０６４円 １，５９６円 

身２生２ 生活援助 45 分以上 70 分未満 ６０９円 １，２１８円 １，８２７円 

 

②  訪問型独自サービス(事業対象者・要支援１～２の方) 基本料金 

サービス内容  
利用者負担額 

１割 ２割 ３割 
訪問型独自サービスⅠ 

月額 
１，２５９円 ２，５１７円 ３，７７５円 

訪問型独自サービスⅡ ２，５１４円 ５，０２７円 ７，５４１円 
訪問型独自サービスⅢ ３，９８８円 ７，９７６円 １１,９６４円 

訪問型独自サービス 
Ⅳ～Ⅵ 

有資格者 
１回 

３０３円 ６０６円 ９０９円 
研修修了者 ２８０円 ５５９円 ８３８円 

＊訪問介護基本利用料金表は、基本料金に特定事業所加算Ⅱが適用されています。 
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＊訪問介護基本利用料金表は、あきる野市の地域区分５級（10.70）を加算しています。 

＊料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、利用者の居宅サービス 

計画（ケアプラン）、介護予防サービス・支援計画に定められた目安の時間を基準とします。 

＊基本料金に対して、早朝（6：00～8：00）夜間（18：00～22：00）は２５％増しとなり、 

 深夜（22：00～6：00）は５０％増しとなります。 

＊やむを得ない事情で（利用者の身体的理由により）、１人の訪問介護員だけでは困難と認めら 

れる場合、かつ、ご利用者の同意を得て２人で訪問した場合は、２人分の料金となります。 

 ＊虐待の発生又はその再発防止をするための以下の措置が講じられていない場合は上記料金の 

１％減算となります。 

・虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開 

催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。 

・虐待の防止のための指針を整備すること。 

・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

③ 加算 

サービス内容 加算の要件 利用者負担額
（1割負担の目安） 

初回加算 
(一月につき) 

新規に訪問介護計画の作成又は内容が変更した利用者に対

し、サービス提供責任者が訪問又は同行訪問した場合 
２１４円 

緊急時訪問介護加算 
(一回につき) 

利用者やその家族により要請を受け、居宅サービス計画に

ない訪問介護（身体介護）を提供した場合 
１０７円 

生活機能向上連携加算 
(一月につき) 

理学療法士等と連携し共同した計画書に基づ

くサービスを提供した場合 

加算Ⅰ １０７円 

加算Ⅱ ２１４円 

口腔連携強化加算  
    (一月に一回) 

口腔の健康状態の評価を実施し、利用者の同意を得て、歯科

医療機関及び介護支援専門員に対して、結果の情報提供を

行う 
５４円 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）  

(一月につき) 
当該月の介護報酬総単位数 
（基本サービス費+各種加算・減算の単位数）×24.5％ 

 

(2) 交通費 

前記1の(１)のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。 

   それ以外の地域の方は、訪問介護員がお訪ねするための交通費の実費が必要です。 

   自動車を利用した場合の交通費は、以下の額を徴収します。 

   通常の実施地域を超えた地点から １キロメートル当たり １００円 

なお、駐車料金、タクシーを利用した場合は、その実費額とします。 

 

(3) キャンセル料 

  利用の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下の通りキャンセル料を頂きます。 

 ただし、体調の急変など、やむを得ない事情がある場合、キャンセル料は不要とします。 
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キャンセルが必要となった場合は、至急ご連絡下さい。（電話 ０４２－５５９－１３２０） 

① ご利用の前日までのご連絡の場合              無料 

② ご利用の当日のご連絡の場合           当該基本料金の１０％ 

③ ご利用までにご連絡がない場合          当該基本料金の５０％ 

 

(4) その他 

① 利用者のお住まいで、サービスを提供するために使用する、ガス・水道・電気等の 

   費用は利用者負担になります。 

② 次のような場合の費用については、利用者の負担となります。 

＊ヘルパーが付き添って交通機関を利用して外出するときのヘルパーの交通費 

＊利用者から依頼された用件で、ヘルパーが交通機関を使って外出したときにかかった

ヘルパーの交通費 

＊訪問時に駐車保管場所が確保されてなく、やむを得ずコインパーキング等の駐車場 

を利用した場合の駐車場代金 

＊緊急時に利用者及び、家族に代わって使用した電話代金・交通費        

③ 料金の支払方法 

毎月１５日以降に前月分の請求を致しますので、同月末日以内に下記の方法にてお支払

い下さい。お支払い頂きますと、領収書を発行致します。 

＊利用者指定の金融機関口座より同月 28 日に引落（手数料は当事業者にて負担） 

場合により、集金または、病院窓口に現金持参 

＊訪問介護及び訪問型独自サービス費適用の場合でも保険料の滞納等により、保険給付 

金が直接事業所に支払われない場合がございます。その場合は一旦訪問介護及び訪問 

型独自サービス費適用外の場合の料金を頂き、サービス提供証明書を発行致します。 

サービス提供証明書を後日市町村窓口に提出しますと、差額の払戻しを受けることが 

できます。 

④ 解約時の支払方法 

     上記の「料金の支払方法」と同様です。 

 

５ サービスの提供にあたって 

 

(1)  サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介  

護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住所等

に変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 

(2)  利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する居宅サービス計画（ケアプラン）、介護予防

サービス・支援計画に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、訪問介護計画を作成しま

す。なお、作成した訪問介護計画は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、確

認いただくようお願いします。 

(3)  サービス提供は訪問介護計画に基づいて行います。なお、訪問介護計画は、利用者等の心
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身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。 

(4)  サービス提供にあたり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービス又は福祉サービスの提

供者と密接な連携に努め、サービス開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する訪問

介護計画の写しを、利用者の同意を得たうえで居宅介護支援者に速やかに送付します。 

(5)  訪問介護員に対するサービス提供に関する具体的な指示等は、すべて当事業者が行います

が、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。 

(6)  訪問介護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示

を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

６ サービスの利用にあたっての留意事項 

 

(1) サービス提供の際、訪問介護員等は以下の業務を行うことができませんので、あらかじめ

ご了承ください。 

① 医療行為及び医療補助行為 

② 年金、通帳等の管理、金銭の貸借等金銭に関する取扱い 

③ 他の家族の方に対する食事の準備など 

④ 日常生活の範囲を超えたサービスの提供（大掃除、庭掃除など） 

⑤ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は、第三者等の生命や身体を保

護するため緊急やむを得ない場合を除く） 

(2) 利用者の希望、事業所の都合による訪問介護員等の変更があります 

(3) 悪天候の場合(雪・台風等)、やむを得ず訪問を中止させて頂くこともあります 

(4) 訪問介護員等に対し、贈り物や飲食物の提供等はお断りいたします 

(5) 体調や容体の急変等によりサービスを利用できなくなったときは、出来る限り早めに 

担当介護支援専門員又は、当事業所の担当者へご連絡ください 

 

７ サービス提供の記録 

 

(1) 指定訪問介護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用者の様子をサービス提

供の終了時に記録し、利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後

は、その控えを利用者に交付します。 

(2) 指定訪問介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録は完結の日か

ら５年間保存します。 

(3) 利用者及びその家族は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の

交付を請求することができます。 

 

８ サービスの終了 

 

(1) ご利用者のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出下さい。 
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(2) 自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービス終了致します。 

・利用者が介護保険施設に入所した場合。 

・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護・要支援等認定区分が、  

非該当（自立）と認定された場合。 

・死亡された場合 

 

(3) その他 

・当社が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者やそ 

の家族等に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、又は当社が破産した場合、利 

用者は文書で通知することによって、即座にサービスを終了することができます。 

・利用者やそのご家族等が、事業者や訪問介護員に対して本契約を継続し難いほどの多大 

な迷惑をかけた場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていた 

だきます。 

 

９ 緊急時の対応方法 

   

   サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じた時は、速やかに、 

救急要請及び、下記の主治医、ご家族（親族）等へ連絡を行う等の必要な措置を講じます。 

主  治  医 

医療機関の名称 

担当医師 

電話番号 

 

緊急連絡先 

（ご家族等） 

氏名（続柄） 

電話番号 

 

居宅介護支援事業者 

事業所名 

担当者 

連絡先 

 

 

１０ サービス提供に関する相談、苦情 

   

(1) サービス提供に係る利用者及び、家族等からの苦情や相談に迅速かつ適切に対応するため 

に必要な措置を講じます。 

(2) 利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。 

 事業所窓口  あきる台ケアサービス 

 電話番号   ０４２－５５９－１３２０ 

 受付時間   月曜日 ～ 金曜日  午前９時 ～ 午後５時 
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(3) 当事業所以外の機関にも申し立てることができます。 

あきる野市役所 高齢者支援課    代表電話 ０４２－５５８－１１１１ 

日の出町役場 いきいき健康課    代表電話 ０４２－５９７－０５１１ 

羽村市役所 高齢者支援課      代表番号 ０４２－５５５－１１１１ 

福生市役所 介護保険課       代表番号 ０４２－５５１－１７６４ 

八王子市役所 高齢者福祉課     代表番号 ０４２－６２６－３１１１ 

東京都国民健康保険団体連合会  苦情・相談専用ダイヤル０３－６２３８－０１７７ 

東京都福祉局高齢者施策推進部    相談窓口 ０３－５３２０－４５９７ 

（午前９時～午後５時まで 土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く） 

 

１１ 事故発生時の対応方法 

 

  利用者に対する訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者家族、利用者 

に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。 

  また、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠 

償を速やかに行います。 

 

１２ 秘密保持及び個人情報の保護 

  

(1) 事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、

在職中及び退職後において、第三者に漏らしません。これは、この契約終了後の同様とし

ます。 

(2) 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が

策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」

を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。 

(3) 事業所は、利用者の個人情報については利用者から、その家族の個人情報についてはその

家族から予め文書で同意を得ない限り、利用者の居宅サービス計画等の立案のためのサー

ビス担当者会議、居宅サービス事業者等との連絡調整等において、利用者又はその家族の

個人情報を用いません。 

 

１３ 虐待の防止について 

   

  事業者は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ対応を図るために、必要な措置を 

講じます。 

(1) 虐待防止に関する担当者を選任しています。 

(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について

従業者に周知徹底を図っています。 

(3) 虐待防止のための指針の整備をしています。 
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(4) 従業者に対して虐待を防止するための定期的な研修（年１回以上）を実施しています。 

(5) サービス提供中に当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報

します。 

 

１４ 身体拘束等の禁止 

   

  利用者または、他の利用者の生命または身体を保護するため緊急やむ得ない場合を除き、身 

体的拘束（利用者の行動を制限する行為）等を行いません。 

身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急 

やむ得ない理由、その他必要な事項を記録します。 

 

１５ ハラスメントに関する事項 

 

(1) 事業所は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言

動又は、優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに

より訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措

置を講じるものとします。 

(2) ハラスメントは、介護サービスの提供を困難にし、関わった訪問介護員の心身に悪影響を与

えます。下記のような行為があった場合、状況によっては重要事項説明書に基づき介護サー

ビスの提供を停止させていただく場合があります 

① 性的な話をする、必要もなく手を触るなどのセクシャルハラスメント行為 

② 特定のヘルパーに嫌がらせをする、理不尽なサービスの要求をする等の精神的暴力 

③ 叩く、つねる、払いのける等の身体的暴力 

④ 長時間のお電話、ヘルパーや事業所に対して理不尽な苦情を申し立てる等の、その他の

行為 

 

１６ 業務継続計画の策定 

   

(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施

するため及び、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定

し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に

実施します。 

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１７ 衛生管理等 

 

(1) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について必要な管理、事業所の設備及び備品につ

いて衛生的な管理に努めます。 
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(2) 事業所において感染症が発生し又はまん延しないように次の措置を講じます。 

① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむ

ね６ヶ月に１回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底しています。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。従業者に

対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

１７ 当事業所母体組織の概要 

 

母体施設名 医療法人財団 暁 あきる台病院 

代表者役職・氏名 理事長  井村  洋一 

法人等種別 医療法人財団 

所在地 東京都あきる野市秋川6丁目5-1   電話 042-559-5761 

事業内容 
医療療養病床  100床 

外来診療、訪問診療、通所リハビリテーション、健診センター 

標榜科目 
内科・精神科・麻酔科・消化器科・リハビリテーション科・ 

循環器科・神経内科・整形外科 

併設事業 

あきる台クリニック     在宅訪問診療・訪問リハビリテーション 

        通所リハビリテーション（定員 40 名） 
居宅介護支援事業所      あきる台病院指定居宅介護支援事業所 
訪問看護ステーション      あきる台ケアサービス 
訪問介護事業所            あきる台ケアサービス 
認知症対応型共同生活介護  あきる台グループホーム秋川（定員 9 名） 

               あきる台グループホーム滝山（定員 18 名） 
あきる野市地域包括支援センター 中部高齢者はつらつセンター 

 

 

令和     年      月      日 

   

訪問介護及び訪問型独自サービスの提供開始にあたり、ご利用者に対して契約書および本書

面に基づいて重要な事項を説明しました。 

      事業者       所在地   〒197-0828 東京都あきる野市秋留１丁目１番１０   

                    名 称    指定訪問介護事業所 あきる台ケアサービス        

説明者        氏 名               印 
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私は、契約書および本書面により、事業者から訪問介護及び訪問型独自サービスについての 

重要事項の説明を受け受領しました。 

 

 

     ご利用者      住 所  〒                                               

                    氏 名                           印 

  

   ご家族        住 所  〒                                             

                    氏 名                           印 

                                              （続柄）              

代理人        住 所  〒                                             

                    氏 名                           印 

                                              （続柄）              


